
【追補】

社会保険のてびき（平成22年度版）

平成22年８月から雇用保険の基本手当の日額，高年齢雇用継続給付の支給

限度額等が改定されました。本書の内容を以下のとおり変更します。

変更内容

335,316円→327,486円

2,050円→2,000円

4,040円→3,950円

10,470円→10,230円

11,680円→11,410円

12,580円→12,290円　6,290円→6,145円

13,980円→13,650円　6,990円→6,825円

15,370円→15,010円　7,685円→7,505円

14,890円→14,540円　6,700円→6,543円

2,050円→2,000円

1,640円→1,600円

1,326円→1,295円

1,752円→1,711円

1,413円→1,381円

5,840円→5,705円

4,711円→4,603円

335,316円→327,486円

1,640円→1,600円

該当頁

P355 下から８行目

P516 上表

下表

下から10行目

下から９行目

P517

■就職促進給付

P518

■雇用継続給付


